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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組み合わせ処理チャンバであって、
　第１の軸の周囲に集まり、第２の軸を中心として回転する回転可能なアッセンブリに取
り付けられた複数の蒸着ヘッドと；
　第３の軸を中心として回転する回転可能な基板支持部と；
　前記基板支持部の一部を露出させる開口部を有するベースプレートと；
を具えており、
　前記第１の軸、前記第２の軸、及び前記第３の軸が互いにオフセットしており、
　前記開口部が前記第１の軸に揃っていることを特徴とするチャンバ。
【請求項２】
　前記ベースプレートが、前記回転可能なアッセンブリに側壁を通して取り付けられてお
り、前記第２の軸を中心として回転することを特徴とする請求項１に記載のチャンバ。
【請求項３】
　前記回転可能なアッセンブリ及び回転可能な前記ベースプレートが、共通の直径を有す
ることを特徴とする請求項２に記載のチャンバ。
【請求項４】
　さらに、前記ベースプレートから前記複数の蒸着ヘッドを隔離し得るバリヤを具えるこ
とを特徴とする請求項１に記載のチャンバ。
【請求項５】
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　請求項１に記載の組み合わせ処理チャンバを使用して基板を組み合わせ処理するための
方法であって、
　基板の隔離領域へのアクセスを与える開口部の上方で軸方向に分布した一群の蒸着ヘッ
ドから前記基板の隔離領域を処理するステップと；
　前記軸方向に分布した蒸着ヘッドに対する前記基板の位置を変えるステップと；
　前記基板の別の隔離領域を処理するステップと；
を具えることを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記一群の蒸着ヘッドが、前記開口部を含む前記基板の一部の上方の処理チャンバの中
に隔離されることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　さらに、前記基板の多数の隔離領域を同時に処理するステップを具えることを特徴とす
る請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　材料層を蒸着した後に、処理領域の下部から前記一群の蒸着ヘッドを隔離するステップ
と；
　前記蒸着ヘッドのうちの１つに取り付けられたターゲットを変えるステップと；
を具えることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記基板の位置を変えるステップが、前記基板の軸を中心として及び前記基板の軸から
オフセットした軸を中心として、前記基板を回転させるステップを有することを特徴とす
る請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　組み合わせ処理チャンバであって、
　第１の軸の周囲に集まり、第２の軸を中心として回転する回転可能なアッセンブリに取
り付けられた複数の蒸着ヘッドと；
　中心軸である第３の軸及び前記中心軸からオフセットした第４の軸を中心として回転す
る回転可能な基板支持部と；
　前記基板支持部の一部を露出させる開口部を有するベースプレートと；
　前記基板支持部の一部の上方に規定された処理領域の中に軸方向に配置された一群の蒸
着ヘッドを隔離するための手段と；
　前記第３及び第４の軸を中心として前記基板支持部を回転させるための手段と；
　前記基板支持部の一部の領域にアクセスを与えるための手段であって、当該アクセスを
与えるための手段を通して前記蒸着ヘッドから材料層を蒸着し得る手段と；
を具えており、
　前記第１の軸、前記第２の軸、及び前記第３の軸が互いにオフセットしており、
　前記開口部が前記第１の軸に揃っていることを特徴とするチャンバ。
【請求項１１】
　前記基板支持部の軸が、前記一群の蒸着ヘッドの軸とは異なることを特徴とする請求項
１０に記載のチャンバ。
【請求項１２】
　さらに、鉛直面でそれぞれの前記蒸着ヘッドを移動させるための手段を具えることを特
徴とする請求項１０に記載のチャンバ。
【請求項１３】
　組み合わせ処理チャンバであって、
　第１の軸の周囲に集まり、第２の軸を中心として回転する回転可能なアッセンブリに取
り付けられた複数の蒸着ヘッドと；
　第３の軸を中心として回転する回転可能な基板支持部と；
　少なくとも１つの蒸着ヘッドを収容し、前記基板支持部の一部を露出させる開口部を有
するベースプレートを含む、サブチャンバと；
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　前記基板支持部によって規定される実質的に全ての領域へのアクセスを前記開口部が与
える一方、前記少なくとも１つの蒸着ヘッドと前記開口部との間の整列を維持するように
、前記サブチャンバに対して前記基板支持部を移動させるための少なくとも１つの駆動部
と；
を具えており、
　前記第１の軸、前記第２の軸、及び前記第３の軸が互いにオフセットしており、
　前記開口部が前記第１の軸に揃っていることを特徴とする組み合わせ処理チャンバ。
【請求項１４】
　前記駆動部が、前記サブチャンバ又は前記基板支持部のうちの一方を回転させることを
特徴とする請求項１３に記載のチャンバ。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの駆動部が、中心軸を中心として前記基板支持部を回転させ、
　さらに、偏心軸を中心として前記基板支持部を回転させるための別の駆動部を有するこ
とを特徴とする請求項１３に記載のチャンバ。
【請求項１６】
　前記基板支持部が、前記基板支持部の周縁の周りに規定される第１の回転シールを有し
ており、
　前記基板支持部が、前記第１の回転シールを包含する第２の回転シールを有するプレー
トに組み込まれることを特徴とする請求項１３に記載のチャンバ。 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　蒸着処理は、一般に、半導体の製造工程で用いられれ、基板上に材料層を蒸着する。ま
た、層を除去し、外観を規定し（例えば、エッチング）、層を調整し（例えば、洗浄）、
ドーピングするために処理が用いられ、基板上に層を形成する必要がない他の処理が用い
られる。複数の処理又は１つの処理が、半導体製造のために使用されるこれらの及び他の
可能な既知の処理に関してこのような適用全体にわたって使用されるものとされ、特定の
処理への言及がこれらの他の可能な処理との関連で読まれるべきである。さらに、同じよ
うな処理方法が、集積回路（ＩＣ）半導体デバイス、フラットパネルディスプレイ、光電
子デバイス、データ記憶装置、電磁デバイス、光磁気デバイス、パッケージ化されたデバ
イス等の製造に適用される。形状が縮小し続けているため、材料、単位工程、又は工程順
序における改良が蒸着処理のために絶えず求められている。しかしながら、半導体製造者
は、蒸着システムがウェハー全体の処理方式をサポートするよう設計されているため、ロ
ット分割の使用を通したウェハー全体の処理について研究開発を行っている。このような
方法は常に研究開発費が上昇し、タイムリーな且つ費用効果がある方法で大規模な試験を
行うことができなくなっている。
【０００２】
　傾斜処理がさらなる情報を提供しようと試みている一方、傾斜処理は多くの問題に陥っ
ている。傾斜処理は、従来の処理工程を示さない明確な不均一に依存するため、従来の処
理を模倣できない。傾斜処理では、異なる量の材料（又はドーパント）が基板全体にわた
って又は基板の一部に蒸着される。またこのような方法は、共スパッタリングに使用され
るか否かに係わらずターゲットの回転台を有する蒸着システムに使用される。これらのシ
ステムのそれぞれにおいて、２以上の蒸着処理を行う場合の二次汚染問題とともに、蒸着
される領域の均一性が、組み合わせ処理に関してこれらの方法を比較的効果がないものし
ている。
【０００３】
　このため、１つの基板に関する多数の異なる処理のバリエーションの評価に適応するた
めの改善方法が、様々な材料、単位工程、又は工程手順の実現可能性をより効果的に評価
するよう提供される。
【図面の簡単な説明】
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【０００４】
　添付図面とともに以下の詳細な説明によって、本発明が容易に理解されるものと考えら
れ、同一の参照番号は、同じような構造的要素を示している。
【０００５】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の一実施例に係る、中に配置された基板を組み合わせ処理す
るよう構成された処理チャンバを示す、簡易概略図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の一実施例に係る、プロセスキットシールドの典型的な様々
な位置の簡易概略図である。
【図２】図２は、本発明の一実施例に係る、組み合わせ処理チャンバの代替的な視野を示
す、簡易概略図である。
【図３】図３は、本発明の一実施例に係る、図２の処理チャンバの様々な部品を詳細に示
す、簡易概略図である。
【図３－１】図３－１は、本発明の一実施例に係る、双対の回転ステージ処理チャンバを
示す。
【図３－２】図３－２は、本発明の一実施例に係る、双対の回転ステージの平面図を示す
。
【図４】図４は、本発明の一実施例に係る、プロセスヘッド及び基板双方を回転させ得る
ことによって実現するパターンを示す、簡易概略図である。
【図４－１】図４－１は、本発明の一実施例に係る、図３－１及び図３－２の双対の回転
ステージ構成によって実現するパターンを示す、簡易概略図である。
【図５】図５は、本発明の一実施例に係る、アームのカバープレートを具えたプロセスキ
ットシールドの断面を示す、簡易概略図である。
【図６】図６は、本発明の一実施例に係る、代替的な処理チャンバを示す、簡易概略図で
ある。
【図７】図７Ａ－Ｂは、本発明の一実施例に係る、図６を参照して説明される線状マスク
の実施例のさらなる詳細を示す。
【図８】図８Ａ－Ｂは、本発明の一実施例に係る、組み合わせた方法で基板を処理するた
めに、開口部を露出及び隔離するため線状マスク及びカバープレートの使用をさらに示す
。
【図９】図９は、本発明の一実施例に係る、線状マスク及び移動ロッドへの対応する結合
部を示す、簡易概略図である。
【図１０－１】図１０Ａは、本発明の一実施例に係る、プロセスキットシールド及び線状
マスクの断面を示す、簡易概略図である。図１０Ｂは、図１０Ａのプロセスキットシール
ドのベースの代替的な構造的構成である。
【図１０－２】図１０Ｃは、本発明の一実施例に係る、中に配置された基板を組み合わせ
処理するよう構成された処理チャンバの平面を示す、簡易概略図である。図１０Ｄは、本
発明の一実施例に係る、組み合わせ処理のためのベースプレートアッセンブリの断面の簡
易概略図である。
【図１１】図１１は、本発明の一実施例に係る、データシールドの断面を示す簡易概略図
である。
【図１２】図１２は、本発明の一実施例に係る、基板の上方に設けられたパターンを示す
簡易概略図である。
【図１３】図１３は、本発明の一実施例に係る、代替的な構造を有する開口部を示す簡易
概略図である。
【図１４】図１４は、本発明の一実施例に係る、一体化した高生産性組み合わせ（ＨＰＣ
）システムを示す、簡易概略図である。
【図１５】図１５は、本発明の一実施例に係る、基板を組み合わせ処理するための作業方
法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
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　ここに記載の実施例は、基板を組み合わせ処理するよう構成された処理チャンバのため
の方法及びシステムを提供する。当業者にとって、これら特定の詳細のいくつか又は全て
を必要とせずに本発明を実施し得ることが明らかであろう。他の例では、周知の処理工程
が、本発明を不必要に不明りょうにしないように、詳細に説明されていない。
【０００７】
　以下に記載の実施例は、組み合わせ方法で基板を処理し得る複数領域の処理システム及
び関連するプロセスヘッドのための詳細を提供する。このため、基板の様々な領域が、材
料、単位工程（例えば、処理条件又はパラメータ）及び工程手順等のバリエーションのた
めに、様々な特性を有している。各領域の中で、条件が、各領域の中で従来のフルウェハ
ーの処理を模倣するように、好適には実質的に均一であるが、特定の試験についてこのよ
うな要請なしに有効な結果を得ることができる。一実施例では、様々な領域が、異なる領
域間で内部拡散がないように隔離される。
【０００８】
　さらに、基板の組み合わせ処理を、実質的に基板全体が均一に処理される（例えば、同
じ材料、単位工程及び工程手順を施す）従来の処理方法と組み合わせることができる。こ
のため、ここで記載する実施例は、さらなる処理のために、製造処理フローから基板を引
き出し、組み合わせ蒸着処理を実施し、製造処理フローに基板を戻すことができる。代替
的に、中央のチャンバに取り付けられた様々なチャンバで、組み合わせ及び従来の処理の
双方を可能にする一体化したツールで基板を処理し得る。結果として、１つの基板で、多
様な処理及び多様な処理と従来の処理との相互作用を評価し得る。したがって、所望の処
理について１つの基板から多数のデータが利用可能である。
【０００９】
　一実施例では、動径部分が挿入物を通して規定されるため、ここで説明される処理チャ
ンバを基板の半分について最適化し得る。このため、アスペクト比が、基板全体を考慮し
なければならない従来の条件の下で基板全体を処理することに対して半分であるため、蒸
着層の均一性がこのような閉じ込めを通して改善される。さらに、比較的大きいターゲッ
トから基板までの距離の均一性への影響が、処理領域の閉じ込めによって際立つ。しかし
ながら、チャンバは、基板のより大きな又はより小さな部分をカバーすることができ、こ
こで説明する本発明にしたがってそれでも動作する。例えば、チャンバの大きさをヘッド
の数によって表すことができる。あるいは、プロセスキットシールドが偏心軸を中心とし
て回転する実施例では、チャンバは、キットシールドの周りの移動経路を包含するよう十
分大きいことが必要であろう。しかしながら、好適な実施例のプロセスキットシールドに
よって規定される反応領域の大きさが小さくなることで、構成及びツールの使用に関する
多くの利点を有し得るが、プロセスキットシールドが本発明を実施することを要しない。
【００１０】
　以下でさらに説明するように、基板ホルダが、基板の表面への局部的なアクセスを与え
るための穴部を有するベースプレートとともに基板を回転させる。一実施例では、基板全
体にアクセスし得るように、基板支持部の軸とは異なる軸を中心としてベースプレートを
回転させ得る。別の実施例では、線状マスクを使用して、基板にわたる処理領域の位置及
び形状を規定し得る。さらに、他の組み合わせ及びバリエーションが、本書で説明される
本発明の示唆に基づいて可能である。以下の実施例で説明するように、処理される領域の
形状が、隔離した円形、リング状、リングの部分又は弧、四角形又は他の多角形、パイ状
の断片等を含めることができることに留意されたい。処理される領域をさらに改善するた
めに、システムによって規定される特定の態様又は領域の部分を規定するための開口部に
加えて、シャドーマスク、他のマスク、又はマスキング方法を含めることができる。
【００１１】
　本書に記載の実施例は、エッチング、ドーピング、表面改質又は調整（例えば、洗浄処
理又は単分子層の蒸着）等といった他の適用例とともに、物理的気相成長法（ＰＶＤ）、
化学的気相成長法（ＣＶＤ）、原子層蒸着（ＡＬＤ）を含む蒸着を含む様々な適用例を扱
う。さらに、ここに記載した発明は、他のフラックスベースのシステムに都合よいであろ
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う。さらに、以下に記載する実施例は、基板の組み合わせ処理のために最適化した方法で
あることに留意されたい。（基板の領域全体と比較して）比較的小さな開口部の移動及び
／又は回転は、領域を規定し、基板の回転とともに基板の表面全体にアクセスし得る。代
替的に、プロセスヘッド又は一群のプロセスヘッドを循環するよう回転させることができ
、基板を相対的なｘ－ｙ方向に移動又は回転させて、相対的な開口部及び基板の移動を通
して表面全体にアクセスし得る。
【００１２】
　図１Ａは、本発明の一実施例に係る、中に配置された基板を組み合わせ処理するよう構
成された処理チャンバを示す簡易概略図である。処理チャンバ１００は、上部チャンバ１
１６の下方に配置された下部チャンバ部１０２を有している。下部チャンバ部１０２の中
で、基板支持部１０６が、その上の基板１０８を保持するよう構成されており、真空チャ
ック、静電チャック又は他の既知の機構といった、既知の基板支持部で構成することがで
きるがこれらに限定されない。基板支持部１０６は、基板支持部の中心軸を中心として回
転し得る。一実施例では、基板支持部１０６が約１８５度回転して基板の表面への最大限
のアクセスを与える。別の実施例では、基板支持部１０６が３６０度回転する。さらに、
基板支持部１０６が鉛直方向又は平面方向に移動し得る。鉛直方向又は平面方向への回転
又は移動が、磁気駆動、線形駆動、ウオームネジ、送りネジ、差動排気される回転フィー
ドスルー駆動等といった、既知の駆動機構を介して実現し得ることに留意されたい。
【００１３】
　基板１０８は、従来の円形の２００ミリメートル、３００ミリメートル又はそれよりも
大きい又は小さい基板／ウェハーサイズとすることができる。他の実施例では、基板１０
８は、正方形、矩形、又は他の形状の基板とすることができる。当業者は、基板１０８が
、ブランケット基板、クーポン（例えば、部分的なウェハー）、又は所定の領域を有する
パタン形成した基板とし得ることを認識するであろう。別の実施例では、基板１０８が、
ここで説明される処理を通して規定される領域を有する。ここで使用される領域という用
語は、選択した材料の処理又は形成のために使用する又は使用された又は使用するよう意
図する、基板上の局所的な領域に関するものである。このような領域は、基板上に予形成
した１つの領域及び／又は一連の均一な領域又は周期的領域を含めることができる。この
ような領域は、例えば、円形、矩形、楕円形、くさび形等の便利な形状を有し得る。半導
体の分野では、領域は、例えば、試験構造、シングルダイ、複数のダイ、ダイの一部、基
板の他の規定領域、又は例えば処理を通して規定されるブランケット基板といった未規定
の領域である。
【００１４】
　図１Ａのチャンバ１００の上部チャンバ部１１６は、基板１０８の動径部分の上方に閉
じ込め領域を規定するプロセスキットシールド１１０を有している。プロセスキットシー
ルド１１０は、基本的に、中で発生するプラズマを閉じ込めるよう使用されるチャンバ１
００の中の（任意にシールドと一体化している）ベース及び任意の上部を有するスリーブ
である。一実施例では、発生するプラズマは、基板１０８の露出面に処理する（例えば、
蒸着する）ために、基板の組み合わせ処理領域に向けてターゲットからの粒子を押し出す
。プロセスキットシールド１１０は、チャンバ１００に出入りするよう移動することがで
き、すなわち、プロセスキットは交換式の挿入物である。プロセスキットシールド１１０
は、任意の上部、側壁及びベースを有している。一実施例では、プロセスキットシールド
１１０が円筒形で構成されているが、プロセスキットシールドを適切な形状とすることが
でき、円筒形に限定されない。
【００１５】
　プロセスキットシールド１１０のベースは、蒸着又は他の適切な半導体プロセス作業の
ために基板１０８の面が露出する開口部１１２を有している。プロセスキットシールド１
１０のベースの上方に移動可能に配置されたカバープレート１１８が上部１１６の中にあ
る。一実施例では、カバープレート１１８は、開口部を覆い又は露出させるためにプロセ
スキットシールド１１０のベースの下面にわたって摺動し得る。別の実施例では、カバー
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プレート１１８が、以下に詳細に説明するように、開口部１１２を露出させ又は覆うよう
移動するアームの伸長を通して制御される。１つの開口部が図示されているが、複数の開
口部を含めることができることに留意されたい。各開口部を専用のカバープレートと関連
させてもよく、又はカバープレート１１８を、同時に又は別々に２以上の開口部を覆うよ
う構成し得る。代替的に、開口部１１２がより大きな穴部で、プレート１１８が、それを
完全に覆うよう又は規定領域を処理するために穴の中に１又はそれ以上の固定開口部を設
けるよう穴部とともに延びることができる。
【００１６】
　図１Ａのスリーブ１１０の任意の上部プレートは、以下でさらに説明するように、デー
タシールドとして機能し得る。本発明の一実施例によれば、プロセスヘッド１１４が、デ
ータシールドの中に規定されるスロットの中に配置されている。データシールドをチャン
バの中で使用する場合、データシールドスライドカバープレート１２０を含めることがで
きる。データシールドスライドカバープレート１２０は、蒸着銃を処理に使用しない場合
に、蒸着銃を密封するよう機能する。例えば、２つの蒸着銃１１４が図１Ａに図示されて
いる。プロセスヘッド１１４が、１又は双方の銃をデータシールドのスロットから持ち上
げるように、鉛直方向に移動可能である。２つのプロセスヘッドを図示しているが、例え
ば、３又は４のプロセスヘッドといった任意の数のプロセスヘッドを含めることができる
。２以上のプロセスヘッドを含める場合、複数のプロセスヘッドを一群のプロセスヘッド
と称することができる。さらに、一群のプロセスヘッドは、図２及び図３を参照して記載
された軸を中心として回転し得る。持ち上がったプロセスヘッドをプロセスキットシール
ド１１０の中に規定される処理領域から隔離するよう、スライドカバープレート１２０を
移動させることができる。このような方法では、プロセスヘッドが所望に応じて特定のプ
ロセスヘッドから隔離されている。１つのスライドカバープレート１２０を図示している
が、データシールドの各スロット又は穴部がカバープレートと関連するように、複数のス
ライドカバープレートを含めることができることに留意されたい。代替的に、スライドカ
バープレート１２０をシールドユニット１１０の上部と一体にして、プロセスヘッドが持
ち上がる際に穴部を覆うことができ、又は個々のカバーを各ターゲット用として使用し得
る。さらに、図４を参照して記載された特定の態様のチャンバを、このようなチャンバの
設計に組み込むことができる。
【００１７】
　図１Ａのチャンバ１００の上部１１６は、プロセスキットシールド１１０を収容する側
壁及び上部プレートを有している。ヘッド１１４に固定されたアーム延長部１１４ａが、
上部１１６の中に規定される領域を通って延在している。アーム延長部１１４ａが、例え
ば、送りネジ、ウオームネジ、等といった、適切な駆動部に取り付けられており、上部１
１６の上部プレートに向けてプロセスヘッド１１４を鉛直方向に移動させるよう構成し得
る。アーム延長部１１４ａをプロセスヘッド１１４に回動可能に固定することができ、プ
ロセスヘッドが鉛直軸に対して傾くことができる。別の実施例では、アーム延長部１１４
ａが、プロセスヘッド１１４の鉛直移動及び傾斜を可能にするベローズに取り付けられて
いる。データシールドを使用する場合、穴部がプロセスヘッドの傾斜に適合するよう構成
される。一実施例では、プロセスヘッドが、鉛直軸に対して１０度又はそれ未満傾斜する
。銃がベースプレートの開口部に向かって傾斜するように、プロセスヘッドの傾斜により
調整が可能となり、開口部を通して蒸着される材料層の均一性をさらに高めることができ
ることに留意されたい。
【００１８】
　図１Ａに示すように、プロセスキットシールド１１０は鉛直方向に移動可能であり、プ
ロセスキットシールドの軸を中心として回転するよう構成されている。プロセスキットシ
ールド１１０が回転する軸１１１が、一実施例では、基板支持部１０６が回転する軸及び
一群のプロセスヘッドの軸１０９の双方からオフセットしていることに留意されたい。こ
のような方法では、基板１０８の複数の領域を、図４を参照してさらに説明するように、
組み合わせプロセスのために露出させることができる。プロセスキットシールド１１０は
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プロセスヘッド１１４の相対位置を回転させ、開口部１１２は同じ状態のままであるため
、基板１０８上の領域の処理が至る所でより均一になり、プロセスヘッドの角度又は相対
的な位置により、ばらつきを含まない。プロセスヘッド１１４が開口部１１２と同じ軸上
にかたまっているとして説明される一方、例えば１乃至１０％といった、これに限定され
ないが少量の材料のドーピング、打ち込み又は蒸着のために、さらなるヘッドが一群のヘ
ッドからオフセットしている。基板全体の領域へのアクセスを与える代替的な実施例が、
図面に示す弧状の移動とは対照的に、上部チャンバ１１６の直線移動を含めることができ
る。
【００１９】
　図１Ｂは、本発明の一実施例に係る、典型的な様々な位置のプロセスキットシールドの
簡易概略図である。プロセスキットシールド１１０が、チャンバの上部１１６の中を移動
する。ここで説明するように、プロセスキットシールド１１０が、軸を中心として回転し
て位置１１０－１及び１１０－２の間を移動できる。代替的に、プロセスキットシールド
が位置１１０－１及び１１０－２の間を直線的に移動できる。上部１１６はこのような移
動に適合するよう、円形、腎臓形、楕円形、矩形等任意の適切な形状とすることができる
。さらに、プロセスキットシールドの相対的な大きさは、ヘッドの数及び、例えば直線対
回転のような移動型といった他の設計因子に基づいている。このため、プロセスキットシ
ールドは、他の設計因子とともにプロセスヘッドの数及び構成に応じて、基板１０８に対
して小さくしたり大きくしたり、又は同じ大きさにできる。
【００２０】
　図２は、本発明の一実施例に係る組み合わせ処理チャンバの別の視野を示す簡易概略図
である。処理チャンバ１００は、上部１１６の下方に配置された下部１０２を有している
。図１に関する基板支持部が、下部１０２の中に収容されている。図２の下部１０２は、
真空引き、又は他のプロセス監視作業のためのチャンバへのアクセスのために使用される
アクセスポート１３６を含んでいる。さらに、下部１０２は、下部チャンバ１０２の内外
の基板へのアクセスが可能なスロットバルブ１３４を有している。一実施例では、プロセ
スツール１００は、図１４を参照してさらに説明するように、一群のツールのパーツとす
ることができる。当業者は、ロボットを使用して、スロットバルブ１３４を通して処理チ
ャンバ１００に出入りするよう基板を移動させ得ることを理解するであろう。プロセスキ
ットシールド１１０が、上部１１６の中に配置されている。図２を参照して説明される実
施例では、上部１１６が、プロセスヘッドを有する場合にプロセスヘッドとともにプロセ
スキットシールド１１０を回転させるよう使用される回転ステージ１０４を有している。
上部１１６の中に配置されるプロセスヘッドが、回転ステージ１０４を上面を通って突出
した対応するアーム延長部１１４ａに取り付けられている。また、回転ステージ１０４の
上面を通って突出するのは、チャンバの中で処理するために熱を供給するようチャンバ１
００の上部１１６の中に配置された加熱ランプ１３０である。
【００２１】
　図２の駆動部１３２を使用して、下部１０２の中に配置された基板支持部を回転させる
ための回転手段を与えることができる。さらに、駆動部１３２が、基板支持部を上げ下げ
するための機械的手段を与えることが可能である。図２によって説明される実施例の中で
、本書の他の箇所で説明するように、基板支持部１０６ではなく異なる軸を中心に上部１
１６とともに回転する４つのプロセス銃が含まれている。さらに、プロセスキットシール
ド１１０のベースの下方に且つ基板支持部の上部に配置された基板を、基板支持部によっ
て与えられる回転運動を通して回転させることができる。プロセスキットシールド１１０
の軸、プロセスヘッドの軸及び基板支持部の軸は、互いにオフセットしており、図４を参
照して詳細に説明されるように、基板上に領域パターン又は領域配列を実現する。一実施
例では、プロセスが基板上に領域を規定する。別の実施例では、領域が予め規定され、プ
ロセスヘッドが領域のためのさらなるプロセスを与える。本実施例では、プロセスキット
シールド１１０のベースを通して設けられた開口部１１２を通して基板を処理する。上述
のように、プロセスキットシールド１１０が、物理的気相成長法（ＰＶＤ）又は他のフラ
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ックスベースの処理のために使用されるプラズマを閉じ込める。上部１１６の中の蒸着銃
の配列又はクラスタにより、蒸着される１つの材料だけではなく基板の層上に様々な材料
を共スパッタリングでき、様々な他のプロセスが可能となる。従って、多くの材料又は同
じ材料を有する複数の蒸着銃の組み合わせ、又はそれらの任意の組み合わせを、様々なプ
ロセス領域の配列が得られるように、様々な領域で適用できる。
【００２２】
　図１及び２を参照して説明するチャンバを、従来のプロセスツールが含まれているクラ
スタツールの中に組み込むことができる。このように、基板を従来のように処理して（す
なわち、ウェハー全体に１つのプロセス又は一連のプロセスを施して、ウェハーにわたっ
て均一なプロセスを与え）、ここで説明する組み合わせプロセスツールの中に配置して（
又は図１４を参照して説明するようなツールの中に移動させて）、１つの基板に関する様
々な処理方法を評価することができる。さらに、ここで説明する実施例は、処理される基
板の上面及び蒸着銃のターゲット面からの距離がターゲットの直径の４倍よりも大きい「
ロングスロー」チャンバを提供する。例えば、ターゲットは、一実施例では、処理される
基板の上面及び約８乃至約１２インチのターゲットからの距離を有する２乃至３インチの
大きさを有している。別の実施例では、蒸着銃のターゲット面が、ターゲットの直径の６
倍よりも大きい。このような距離は、基板上の開口部１１２によって規定される領域の中
に蒸着される材料の均一性を促進する。すなわち、基板が異なった方法で処理される領域
を有する一方、各領域がほぼ局所的に均一であり、組み合わせプロセスを通して可能であ
るバリエーションを評価する。蒸着速さは、ターゲットと基板との距離が増加するととも
に減少することに留意されたい。このような距離の増加は、製造ツールの処理能力に悪影
響を及ぼすため、従来の製造ツールは考慮されない。しかしながら、１つの基板を組み合
わせ処理することから得られる均一性及び多数のデータは、蒸着速さの減少による処理能
力の影響よりもはるかに勝る。チャンバは効果的なロングスローを要しないが、このよう
な配置は実施し得る構成であることに留意されたい。
【００２３】
　図３は、本発明の一実施例を詳細に示す図２の処理チャンバの様々な部品を示す簡易概
略図である。図３で、回転ステージが、アーム延長部１１４ａが突出する上部プレートを
有している。アーム延長部１１４ａはプロセスヘッド１１４に取り付けられている。プロ
セスヘッド１１４が蒸着銃である実施例では、ターゲット１４０がそれに取り付けられる
。当業者は、一実施例では、機構を通してターゲット１４０をヘッド１１４に取り付け得
ることを理解するであろう。蒸着銃１１４は、ＫＵＲＴ　Ｊ．ＬＥＳＫＥＲ　ＣＯＭＰＡ
ＮＹ又はＭＥＩＶＡＣ　Ｉｎｃ．によって市販されている銃である。３つの蒸着銃が図３
の実施例の中でかたまっている一方、適切な数の蒸着ヘッドをプロセスツールの中に含め
ることができる。プロセスヘッド１１４が、プロセスキットシールド１１０によって規定
される基板の動径部分の上方にかたまっていることに留意されたい。プロセスヘッドの大
きさ、プロセスヘッドキットシールド１１０によって規定される閉じ込め領域、及び基板
の大きさといった考慮すべき事項が、システムに取り付け得る蒸着ヘッドの数に影響を及
ぼすであろう。
【００２４】
　アーム１４４が、回転ステージの上部プレートを通ってプロセスキットシールド１１０
の中に規定される閉じ込め領域の中に突出している。アーム１４４は、プロセスキットシ
ールド１１０のベースに延び、さらに開口部１１２のカバーを提供する部分１４４ａを備
えてベース面の上方を半径方向に延びている。このように、アーム１４４を回転させ又は
捻る回転機構を使用して、開口部１１２のカバーを開閉し得る。このような方法では、バ
ーンイン又は他の処理作業の際に、基板支持部１０６に配置された基板を隔離するのが都
合よい場合に、回転アーム１４４によって開口部１１２を閉止し得るように、開口部１１
２を密閉し得る。また、図１に示すカバープレートといった他の閉止機構を適用し得る。
【００２５】
　図３に示すように、回転ステージ１０４及びプロセスキットシールド１１０が、基板支
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持部１０６に配置された基板の様々な領域の上方の開口部１１２を移動させるために回転
する。組み合わせプロセス領域にわたってより均一な処理結果を得られるように、一群の
プロセスヘッドの軸が開口部の軸と同じであるのが、必ずしもではないが好ましく、これ
により、領域に対するプロセスヘッドの角度又は場所とは対照的に様々な処理によって結
果を説明し得る。さらに、基板支持部１０６は、図４に示すように、処理される基板面の
多くの領域が露出するように、その軸を中心として回転する。駆動機構１４６は、基板支
持部１０６を回転させるよう回転力を与える。さらに、線形駆動部が、基板支持部の鉛直
変位が可能となるよう基板支持部１０６に結合される。このように、プロセスキットシー
ルド１１０及びプロセスキットシールドのベースの対応する開口部１１２の回転移動を通
して、基板支持部１０６の回転移動とともに、組み合わせ処理のために基板の領域にアク
セスし得る。プロセスキットシールド１１０の回転移動が、基板支持部１０６に配置され
た基板にわたる開口部１１２の半径方向の移動を与える。プロセスキットシールド１１０
の回転軸が、基板支持部１０６の回転軸からオフセットしていることに留意されたい。
【００２６】
　図３－１は、本発明の一実施例に係る２つの回転ステージ処理チャンバを与える。図３
－１のチャンバ１０２は、基板支持部が基板支持部の中心軸及び中心軸からオフセットし
た軸の双方を中心に回転するように、２つの回転シールを採用する。このような方法では
、プロセスキットシールドが静止しているが、ウェハー全体のカバーを実現する。図３－
２は、本発明の一実施例に係る２つの回転ステージの平面図である。中心軸基板支持部回
転ステージ１０３が、基板支持部の中心軸を中心とする回転を与える一方、ラジアル回転
ステージ１０５が偏心軸を中心とする基板支持部の回転を与える。一実施例では、回転ス
テージ１０３が４インチの回転シールを有する一方、回転ステージ１０５が１０インチの
回転シールを有している。別の実施例では、中心軸と偏心軸との距離が、処理される基板
の直径の約半分である。当業者は、回転シールに与えられる典型的な寸法、及び中心軸と
偏心軸との距離が、様々な構成を限定することを意味するのではなく、ここで説明される
実施例の範囲内であることを認識するであろう。図３－１に示すように、２つの回転ステ
ージを実現するための構造は、主としてチャンバ１０２の下面に固定されている。フラン
ジ１０１が、チャンバ１０２の下面に設けられている。第１の回転シール１１３が、フラ
ンジ１０１の下面に固定されている。アダプタ１１５が、第１の回転シール１１３及び第
２の回転シール１２１を一体化するための手段を提供する。このような典型的な実施例で
説明されているように、第１の回転シール１１３は、第２の回転シール１２１よりも大き
い。このような代替的な実施例では、対応する駆動モータが、基板支持部をそれ自身の軸
を中心として且つ偏心軸を中心として駆動させるための力を与え、プロセスキットシール
ドを移動させる必要なしに、プロセスキットシールドの開口部を通した基板のすべての面
の蒸着が可能となる。図３－１及び３－２の実施例によれば、基板支持部が、第１の回転
シールが基板支持部の周縁に規定された状態で図示されている。さらに、基板支持部が、
第１の回転シールを包含する第２の回転シールを有するプレート（回転ステージ１０５）
の中に組み立てられる。
【００２７】
　図４は、図１乃至３を参照して説明される本発明に係るプロセスヘッド及び基板双方を
回転させる能力を通して実現されるパターンを示す簡易概略図である。基板１０８を回転
させることができ、プロセスヘッドの配列又はプロセスヘッド群、例えば、蒸着銃を回転
させることができる。図示するように、一実施例では、基板１０８の回転軸が、銃又は一
群の銃の回転軸からオフセットしており、前述の双方の回転軸が、プロセスキットシール
ドの回転軸からオフセットしている。プロセスキットシールド及びプロセスヘッド又は銃
が回転する際に、基板面にわたる半径方向の移動が多くの領域１８０を規定するためにな
される。一実施例では、プロセスキットシールドのベースの中の穴部、すなわち開口部を
、中心に置くか又はベースの中心からオフセットさせることができるが、（システムが、
軸方向に揃っていない又は角度をなして位置決めされるドーピング、打ち込み又は他の処
理のためのさらなるプロセスヘッドを有しているが）好適には、上述のように、プロセス
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ヘッドに対して軸方向に揃えて、プロセスキットの回転の間、このような整列が維持され
る。さらに、開口部は、他で説明した形状とすることができる。例えば、開口部１１２が
矩形の場合、プロセスヘッド１１４が回転する場合に矩形の領域が規則的な配列（すなわ
ち、領域の境界間の様々な角度とは対照的に略平行な領域）で形成されるように、開口部
がベースプレートの一定の位置で回転可能である。さらに、基板１０８の回転により、ほ
ぼ基板全体へのアクセスが可能となり、基板の複数領域にわたる処理又は蒸着が可能とな
る。このような領域は重なってもよく、又はこのような領域を分離させることができる。
当然ながら、重なり及び分離領域のいくつかの組み合わせが可能である。
【００２８】
　図４－１は、本発明の実施例に係る、図３－１及び図３－２の双対の回転ステージ構成
を通して実現されるパターンを示す簡易概略図である。第１の回転ステージは、ライン１
１７によって表される基板の中心軸を中心とする基板の回転を与える。第２の回転ステー
ジが、ライン１１９で表される軸１１９－１を中心とする基板の回転を与える。軸１１９
－１から基板が回転する中心軸までの距離が、円１２１の半径によって表される。一実施
例では、この距離がほぼ基板の半径に等しい。しかしながら、このような距離を所望に応
じて変えることができる。双対の回転ステージを採用する実施例が、中心軸の周りの基板
（及び基板支持部）の回転の適応により、より大きなフットプリントを有するチャンバを
有していることに留意されたい。
【００２９】
　図５は、本発明の代替的な実施例を示す。組み合わせ処理チャンバ４００が、上部チャ
ンバ４１６及び下部チャンバ４０２を有している。下部チャンバ４０２は、基板４０８を
支持するための上述のように回転可能な基板支持部４０６を有している。上部チャンバ４
１６は、外壁、（以下に詳細に説明する）開口部を有するベースプレート、可動シールド
４１０、プロセスヘッド４１４及びデータシールドを有している。開口部４１２、線状マ
スク４１８ａ及び摺動可能なプレート４１８ｂが以下に詳細に説明されている。図５は、
カバープレート４２０及びキットシールド４１０の代替的な実施例を示す。本実施例では
、キットシールド４１０が鉛直方向に移動可能である。図示するように上動位置にあると
きに、キットシールド４１０がカバープレート４２０にアクセスを与えるようバルブを閉
止する。ヘッドの交換を要する場合、キットシールド４１０を下動させて、カバープレー
ト４２０をチャンバの中に移動させ、上部チャンバ４１６の下部とプロセスヘッド４１４
を含む上部との間の断絶部を与えることができる。このような方法では、チャンバ４１６
の下部の真空状態を喪失することなしに、又はそれを大気に晒すことなしに、さらなる処
理のためにプロセスヘッドを交換し、修理し、又はそうでなければ改変することが可能で
ある。本書に含まれている発明の詳細な説明に基づいて当業者によって理解されるように
、このようなチャンバの実施形態を図１のチャンバとともに使用でき、様々な部品を交換
可能に使用できる。
【００３０】
　図６は、本発明の一実施例に係る代替的な処理チャンバを表す簡易概略図を示す。処理
チャンバ４００の下部４０２が、アクセスポート４３６及びスロットバルブ４３４を有し
ている。スロットバルブ４３４は、基板が処理チャンバ４００に対して出入りするよう近
づける。真空ポンプ４５６が、チャンバ部４０２の中で起きる蒸着工程といった特定の処
理工程に必要な超高真空状態を与えるよう、アクセスポートに取り付けられている。プロ
セスキットスリーブ４１０が処理チャンバ４００の中に配置されており、上部４０６が、
プロセスキットシールドが視られるようわずかに持ち上がっている。ロッド４５２及び４
５４がチャンバ部４０２から延在しており、プロセスキットシールド４１０のベースを通
して規定される開口部を露出させ又はこれを閉止する線状マスク及び対応するフラッグに
移動させる。ロッド４５２及び４５４の機構に関するさらなる詳細を、図７Ａから図９を
参照して示す。
【００３１】
　上部チャンバ部４０６が、複数のターゲット４５３を収容する延長部４５０を有してい
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る。複数のターゲット４５３を処理チャンバ４００の中に移動させて、対応する蒸着ヘッ
ドに設けることができることに留意されたい。当業者は、ロボットが蒸着銃からターゲッ
トを除去して格納延長部４５０の中にターゲットを配置できることを理解するであろう。
除去したターゲットを格納した後に、ロボットが異なるターゲットを格納されたターゲッ
ト４５３から取り出し、そのターゲットを対応するプロセスヘッドに配置する。一実施例
では、ターゲットが磁気的にプロセスヘッドに取り付けられている。このような実施例で
は、ロボットがターゲットを把持し、除去のためにターゲットがプロセスヘッドから分離
するようにプロセスヘッドが引っ込む。多くのタイプの材料を、本書に記載した実施例を
通した組み合わせ方で、処理チャンバの中の１つの基板上に蒸着し得ることに留意された
い。複数のヘッドを使用して、基板の様々な領域に及び／又は様々な材料の共スパッタリ
ングの際の処理条件で、異なる材料を共スパッタリングできる。したがって、１つの基板
が、材料、処理条件、工程順序、及び単位工程の多くの組み合わせのためのデータを与え
る。
【００３２】
　図７Ａ及び７Ｂは、本発明に係る図６を参照して説明された線状マスクの実施例のさら
なる詳細を示す。図７Ａで、基板支持部４０６が、そこに設けられた基板４０８を有して
いる。プロセスシールド４１０が、基板４０８の動径部分にわたるプロセス領域を限定す
る。線状マスク４１８ａが、摺動可能なカバー４１８ｂのための支持を与える。開口部４
１２が、カバープレート４１８ｂの移動を通して露出又は覆われる。線状マスク４１８ａ
は、それを通る多くの開口部４１２を有しており、１つの開口部に限定されない。さらに
、開口部４１２の形状は任意の適切な形状であり、円形に限定されず、四辺形、楕円形、
多角形、アーチ形、楔状又は他の形状が可能である。線状マスク４１８ａはロッド４５４
に固定されており、基板４０８の表面の動径部分にわたって直線的に移動する。カバープ
レート４１８ｂが独立して移動して必要に応じて開口部４１２を露出又は隔離するように
、カバープレート４１８ｂがロッド４５２に取り付けられている。本実施例のプロセスキ
ットシールド４１０が、開口部４１２が線状マスク４１８ａの移動を通してスロットに沿
ってどこへでも移動して基板４０８の領域を露出させるように、ベースの直径にわたって
規定されるスロットを有していることに留意されたい。
【００３３】
　さらに、図８Ａ及び８Ｂは、本発明の一実施例に係る組み合わせ方法における、基板を
処理するために開口部を露出及び隔離するための線状マスク及びカバープレートの利用を
表している。基板支持部４０６は、プロセスキットシールド４１０が処理のために基板の
動径部分を隔離又は限定する基板４０８を支持する。上述のように、キットシールドが基
板全体又はその一部分のみをカバーし得ることに留意されたい。プロセスキットシールド
４１０は、任意に、プロセスヘッド４１４のための開口部を有するデータシールドとして
機能し得る上部プレート４６０を有している。線状マスク４１８ａがプロセスキットシー
ルド４１０のベースの直径にわたって延在している。プロセスキットシールド４１０のベ
ースが、線状マスク４１８ａの開口部４１２が処理される領域を規定するように、スロッ
トが好適には開口部４１２よりも幅広のベースにわたって規定されるスロットを有してい
る。線状マスク４１８ａはベースプレートにわたって可動であり、基板上の処理すべき領
域に揃い又はこれを規定する。カバープレート４１８ｂは、線状マスク４１８ａの表面に
わたって摺動可能に移動し、開口部４１２を露出させ又はこれを覆う。図８Ａでは、カバ
ープレート４１８ｂが引っ込んでいるため、開口部４１２が露出している。図８Ｂでは、
カバープレート４１８ｂが前進することで開口部４１２が覆われる。上述のように、開口
部４１２を閉止することによる基板の隔離により、プロセスキットシールド４１０の中で
の処理、チャンバ又はヘッドの調整、処理前の工程等が、基板４０８に影響を与えずに可
能となる。
【００３４】
　図９は、本発明の一実施例に係る、線状マスク及び移動ロッドへの対応する結合部を示
す簡易概略図である。基板支持部４０６が、その上に配置された基板４０８を有している
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。線状マスク４１８ａは、基板４０８の一部にわたってプロセスキットシールドのベース
に沿って配置されている。カバープレート４１８ｂは、カバープレート４１８ｂの移動に
よって線状マスクの中の開口部を覆い又はこれを露出し得るように、線状マスク４１８ａ
の表面にわたって摺動可能に移動する。ロッド４５２は、カバープレート４１８ｂの移動
を制御するよう構成されている。一実施例では、ロッド４５２が、線状マスク４１８ａの
中の溝領域にわたってカバープレートを摺動可能に押す、単にカバープレート４１８ｂに
取り付けられたプッシュロッドである。ロッド４５４は、同様に、プロセスキットシール
ド４１０によって規定された閉じた処理領域の中の基板４０８の様々な領域にわたって開
口部又は複数の開口部を配置し得るように、基板４０８の表面にわたって線状マスク４１
８ａの移動を制御する。また、このような動作を、ある位置で基板を覆い、他の位置にお
いてシールド４１０のベースプレートの中に１又はそれ以上の開口部を配置し得る、１つ
のマスク又はカバープレートとともに実行し得る。このようなセットアップはさらなる直
線移動を要する一方、複数の移動パーツを有する必要をなくす。説明したこのようなシス
テム又は他のシステムでは、マスク又はカバープレートを、図示するように上部に載せる
のではなくベースの中に埋め込むこともできる。
【００３５】
　図１０Ａは、本発明の一実施例に係る線状マスクを具えたプロセスキットシールド４１
０の断面図を示す簡易概略図である。プロセスキットシールド４１０は、プロセスキット
シールド４１０のベースにわたって延在するスロット４１２ａを有している。本実施例で
は、スロット４１２ａがプロセスキットシールドのベースの直径にわたって延在している
。摺動可能なカバープレート４１８ｂを有する線状マスク４１８ａがスロットにわたって
配置されている。線状マスク４１８ａは、シールド４１０のベースの穴部にわたってマス
クを直線的に移動させることによって、スロット４１２ａに沿ったいずれかの位置で調整
し得る開口部４１２を有している。開口部４１２は、任意の適切な形状とすることができ
る。一実施例では、カバープレート４１８ｂが線状マスク４１８ａの面に接触しない。一
実施例では、図１０Ａに図示するように、開口部４１２を規定する内面に面取りを施すか
又は勾配を付けることができる。
【００３６】
　当業者は、本発明に係る一実施例では、プラズマを発光させないように、対応する部品
間の間隙が十分小さいことを理解するであろう。例えば、スライドカバープレート４１８
ｂと線状マスク４１８ａとの間の間隙を、約１／５０インチとすることができる。同様に
、線状マスク４１８ａの下面とプロセスキットシールド４１０のベースの上面との間の間
隙が、約１／５０インチである。一実施例では、プロセスキットシールドのベースの厚さ
が、約１／２５インチである。さらに、プロセスキットシールドを、基板表面の上方の約
１／５０インチの距離に配置することができる。このため、線状マスク４１８ａの下面及
びプロセスキットシールド４１０のベースの下方に配置された基板の上面からのトータル
の距離は、約２／２５インチである。上述のように、プロセスキットシールド４１０、線
状マスク４１８ａ、及びカバープレート４１８ｂの構成材料は、セラミックとすることが
でき、又は処理材料又は条件に適合する適切な材料を利用し得る。
【００３７】
　図１０Ｂは、図１０Ａのプロセスキットシールドのベースの代替的な構造的構成である
。プロセスキットシールド４１０のベースは、穴部又はスロット４１２ａを規定する。線
状マスク４１８ａがスロット４１２ａの上方に配置されている。プロセスキットシールド
４１０のベースは、スロット４１２ａの長さに沿って規定される肩部を有しており、肩部
が線状マスク４１８ａのための支持を与える。線状マスク４１８ａは開口部４１２を有し
ており、スロット４１２ａの上方に揃う場合、開口部４１２がプロセスキットシールド４
１０のベースの下方に配置された基板面へのアクセスを提供する。スロット４１２ａは固
定穴部である一方、開口部４１２は線状マスク４１８ａの中で固定されているが線状マス
ク４１８ａの移動によって図示するように可動であることに留意されたい。上述のように
、線状マスク４１８ａは複数の開口部を有しており、カバープレート４１８ｂが、処理環
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境に応じて１又はそれ以上の開口部へのアクセスを遮断する。また、線状マスク４１８ａ
は、カバープレート４１８ｂを支持するよう構成された肩部を有している。一実施例では
、線状マスク４１８ａ及びカバープレート４１８ｂが、上方にそれらが配置された肩部の
面に接触しない。図１０Ｂの実施例によりコンパクトな形状が可能となり、上述のように
プラズマを発光しないように、対応する部品間の間隙が十分に小さいことに留意されたい
。さらに、線状マスク４１８ａ及びカバープレート４１８ｂはベースプレートと略同一面
上にあるため、それらは領域の処理に影響を及ぼす開口部の近くのプラズマをかく乱しな
い。さらに、図１０Ｂの実施例は、線状マスク４１８ａに適合するスロット４１２ａの上
方に規定される凹部を有するプロセスキットシールド４１０のベースとして記載されてい
る。線状マスク４１８ａは、同様に、凹部を有しておりカバープレート４１８ｂに適合す
る。図１０Ａでは、線状マスク４１８ａがプロセスキットシールド４１０のベース上面の
一部の上方に配置されている一方、カバープレート４１８ｂが線状マスク４１８ａの上面
の凹部の中に配置されている。線状マスク４１８ａ及び／又はカバープレート４１８ｂが
凹部に配置される実施例では、凹部の側壁が対応する線状マスク又はカバープレートの移
動方向に影響することに留意されたい。
【００３８】
　図１０Ｃは、本発明の一実施例に係る、処理チャンバの中に配置された基板を組み合わ
せ処理するよう構成された処理チャンバの平面図を示す簡易概略図である。上部４１６は
、基板支持部１０６の一部の上方に配置されている。線状マスク４１８ａが、プロセスキ
ットシールドのベースプレートのスロットの中に配置されている。図１０Ｃの実施例では
、スロットが線状マスク４１８ａの直線移動を示している。すなわち、基板支持部１０６
の動径にわたるスロットの構成が線状マスク４１８ａの動径にわたる直線移動を規定する
。このように、基板の支持部１０６の上に配置された基板の面全体が、基板支持部の回転
及び線状マスク４１８ａの直線運動により近づくことができるが、このような範囲に限定
する必要はない。一実施例では、上部４１６の直径が線状マスクのスロットの長さに適合
するよう構成されていることに留意されたい。すなわち、スロットの長さが上部の最小直
径を決定する。
【００３９】
　図１０Ｄは、本発明の別の実施例に係る組み合わせ処理のためのベースプレートアッセ
ンブリの断面の簡易概略図である。図１０Ｄで、プロセスキットシールドのベース４１１
がそれを通って規定されるスロット（図示せず）を有していることに留意されたい。カバ
ープレート４１８ｂ及び線状マスク４１８ａがベース４１１（移動開口プレートとも称さ
れる）の下方にあり、それら双方が互いに独立して直線的に移動する。図１０Ｂを参照し
て上述したように、線状マスク４１８ａ及びカバープレート４１８ｂを、図１０Ｄの積層
構造とは対照的に肩部によって規定される凹部の中に配置し得る。さらに、上述の図１０
Ａ、Ｂ又はＣのいずれかでは、シャドーマスクをベース４１１の上下いずれかに組み込む
ことができ、線状マスク４１８ａ、及びカバープレート４１８ｂが処理を受ける処理領域
内の領域をさらに規制する。例えば、静電容量又は記憶素子のテストための複数の電極を
、シャドーマスクを用いて１つの領域の中に組み込むことができる。このようなマスクが
上部チャンバ４１６の中にある場合、できる限り薄くし、プラズマをかく乱するのを防止
するために線状マスクよりも実質的に幅広であるのが好適であるが、必ずしもそのように
する必要はない。
【００４０】
　図１１は、本発明の一実施例に係るデータシールドの断面を示す簡易概略図である。典
型的なデータシールド１６０が、プロセスキットシールド１１０の下方の基板面に対して
様々な高さで位置決めされるプロセスヘッド１１４又は蒸着銃を提供する。上述のように
、データシールドの使用は任意であり、ここで説明する実施例では必ずしも必要ではない
。データシールドを含んでいる場合、図８Ａ及び図８Ｂを参照して図示される全ての銃１
１４に関して同じ高さを与えるデータシールドは平らである。代替的に、データシールド
１６０が、図１１で図示するように、各蒸着銃に関する様々な高さを可能とする。データ
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シールド１６０はプロセスキットシールド１１０の上方に配置されている。プロセスヘッ
ド１１４はアーム１１４ａに取り付けられ、データシールド１６０の中のプロセスヘッド
に適合するよう構成されるスロットの中に配置されている。データシールド１６０は、デ
ータシールドの中に配置される管路１７０を通って供給される冷却液を有している。当然
ながら、冷却態様は任意である。
【００４１】
　プロセスガスリザーバ１７２及び１７４から、対応するプロセスヘッド１１４に供給さ
れるプロセスガスを供給し得る。一実施例では、アーム延長部１１４ａを通してプロセス
ヘッド１１４にプロセスガスを供給し得る。そして、ノズル１７８を使用して、プロセス
ヘッドに固定されたターゲット１５２の近くにプロセスガスを供給する。代替的な実施例
では、プロセスガスがデータシールド１６０を通してノズル１７６の中に供給される。上
述のように、プロセスヘッド１１４がデータシールド１６０の中に規定される開口部に対
して出入りするよう移動し得る。さらに、蒸着ヘッドを図１に示すように開口部から外し
た場合、スライドカバープレートがデータシールドの中の開口部を隔離し得る。このよう
な方法では、プロセスヘッドを、必要に応じてプロセスキットシールド１１０の中で処理
から隔離し得る。代替的に、穴埋め材又はプラグといった他の機構を実施してこのような
隔離を与えることができる。上述のように、プロセスヘッドを鉛直軸から傾けることがで
きる。一実施例では、プロセスヘッドのいくつかを傾ける一方、一群のプロセスヘッドの
中の他のものを傾けずに処理される基板面から様々な高さで配置し得る。一実施例では、
データシールド１６０が、鉛直に移動して基板面からの距離を増減し得る。
【００４２】
　図１２は、本発明の一実施例に係る基板の上方のパターンを示す簡易概略図である。図
１２では、領域１８０の配列が基板１０８上で処理される。処理のためにこれらの領域へ
のアクセスを与えるために、処理ステップ間及び実験的な構成を通して、開口部１１２が
ベースプレートのスロットの中で基板１０８面にわたって移動し、複数の領域を１つの基
板上で組み合わせ処理し得るように、基板が必要に応じて回転する。
【００４３】
　図１３は、本発明の一実施例に係る代替的な構成を有する開口部を示す簡易概略図であ
る。基板１０８がプロセスキットシールド１１０の下方に配置されている。プロセスキッ
トシールド１１０は、基板１０８の動径部分を閉じ込め、プロセスキットシールドのベー
スの中に規定されるパイ状又は三角形の開口部１１２を有している。基板１０８が回転す
ると開口部１１２の下方で露出するため基板１０８の様々な領域を処理し得る。このよう
な実施例では、基板が回転して特定の位置で停止し、処理が行われその後に基板が次の位
置に回転して基板の次の領域にわたって処理又は蒸着する。プロセスキットシールド１１
０は、本実施例では静止したままである。このため、ここで説明した実施例を通して、組
み合わせ方法で単位工程、工程順序及び材料を見積もるために、基板の隔離又は隔離領域
を組み合わせた方法で様々に処理し得る。
【００４４】
　図１４は、本発明の一実施例に係る、統合された高生産性組み合わせ（ＨＰＣ）システ
ムを示す簡易概略図である。ＨＰＣシステムは、複数のプロセスモジュールを支持するフ
レーム９００を有している。一実施例ではフレーム９００が単一のフレームでもよいこと
に留意されたい。一実施例では、フレーム９００の中の環境を制御する。ロードロック／
ファクトリーインタフェース９０２が複数のＨＰＣシステムの中へのアクセスを与える。
ロボット９１４は、モジュール間の基板（及びマスク）の移動及びロードロック９０２に
出入りする移動を与える。モジュール９０４－９１２は、任意のモジュールのセットとす
ることができるが、好適には、１又はそれ以上の組み合わせモジュールを有している。例
えば、モジュール９０４は、配向／脱ガスモジュールとすることができ、モジュール９０
６は、プラズマ又は非プラズマベースの洗浄モジュールとすることができ、モジュール９
０８及び９１０は、本発明に係る又は他の構成の組み合わせモジュールとすることができ
、モジュール９１２は、本実施例では必要に応じて従来の洗浄又は脱ガスを与えることが
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できる。
【００４５】
　任意のタイプのチャンバ又はチャンバの組み合わせを実施することが可能であり、本書
の記載は、１つの可能な組み合わせの単なる具体例であり、基板／ウェハの組み合わせプ
ロセス又は組み合わせプロセスと従来のプロセスと組み合わせを組み合わせるよう支持さ
れ得る可能性のあるチャンバ又はプロセスを限定することを意図するものではない。一実
施例では、集中型コントローラ、すなわち、計算装置９１１がＨＰＣシステムのプロセス
を制御できる。１つの可能なＨＰＣシステムのさらなる詳細が、米国特許出願第１１／６
７２，４７８号及び第１１／６７２，４７３号に記載されている。ＨＰＣシステムを具え
ることで、複数の方法を採用して組み合わせプロセスを採用する基板上に材料を蒸着でき
る。
【００４６】
　図１５は、本発明の一実施例に係る、基板を組み合わせ処理する運用法を示すフローチ
ャートである。本方法は、基板を受容する工程２００で開始する。上述のようにして基板
を組み合わせ処理する能力を有するプロセスツールの中に基板を受容し得る。そして、本
方法が工程２０２に進み、固定開口部を含むベースプレートを通して処理するために、基
板の一部が露出する。図１－３に記載された固定開口部を具えたベースを有するプロセス
キットシールド又は図４－９に示す可動線状マスク及びカバープレートを具えるスロット
が、工程２０２で基板の一部を露出し得る典型的なツールである。本発明のこれらの実施
例の各々において、カバープレートを移動又は調整してベースプレート及び／又は線状マ
スクを通して開口部を露出させ得る。そして、本方法は動作２０４に進み、基板の領域を
処理する。この処理は、上述のように基板の動径部分の上方のプロセスキットシールドの
中にプラズマを発生させること、又は蒸着、エッチング、洗浄等が可能な他の既知の方法
、又は他の適切な処理工程を含んでいる。領域が、次の段階に移行する前に連続的に実行
される複数の処理工程を含めることができ、又は１つの処理段階のみ含めることができる
。処理工程２０４の後で、判断工程２０５において処理を続けるかどうかを判断する。処
理を続行しない場合、本方法が終了する。処理を続行する場合、開口部又は基板を移動さ
せるかどうかを判断する。開口部を移動させる場合、工程２０６にしたがって、プロセス
キットを回転させ、又は線状マスク及びカバープレートを調整する。基板を移動させる場
合、基板支持部が工程２０８で回転する。開口部が例えば移動すると、本方法は、基板を
回転させることが必要であるか又はこれらの工程が平行して生じるかどうかを判断する。
開口部及び／又は基板が移動すると、処理が工程２０２に戻って上述した工程を繰り返す
。このように、基板上の複数の領域を、試験が完了するまで、複数の領域で使用される様
々な材料、様々なプロセス条件、様々な単位工程、又は様々なプロセスシーケンスを有す
る組み合わせ方法で処理し、基板上にはさらなる領域を形成する余地はない。
【００４７】
　要約すれば、上述の本実施例により、一実施例の組み合わせプロセスを蒸着システムの
基板に適用し得る。チャンバの中の１つのプロセスヘッド又は一群のプロセスヘッド及び
対向する基板面が、プロセスヘッドと基板面との間のベースプレートの開口部を通した基
板面へのアクセスを有する。プロセスヘッドの軸は、処理される基板の平らな面又は基板
が置かれる基板支持部の平らな面に対して略垂直である。基板が円形でない場合、例えば
、四角形又は他の形状である場合、基板の幅又は長さとして動径部分を規定し得る。ここ
で規定される実施例のプロセスヘッドは、動径部分の上方に集まっており、動径部分は本
質的に基板の半分に焦点をおき、蒸着層の均一性をさらに改善するが、そのような必要は
なく、構成の選択についてそれよりも広い基板の領域又は狭い基板の領域をカバーしても
よい。
【００４８】
　主張し得るさらなる実施例は、基板上に隔離可能な方法で場所に薄膜を蒸着し得る蒸着
システムを含んでいる。蒸着システムは、基板支持部、基板支持部の上方に配置されるタ
ーゲットを支持する蒸着ヘッドを有している。基板支持部に対向するターゲットの表面は



(17) JP 5500593 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

、複数のターゲットの直径部分である。本システムは、それを通して規定される固定した
開口部を具えた可動ベースプレートを有しており、可動ベースプレートが基板支持部の上
方に配置されている。本システムは、可動ベースから延在する側壁を有するスリーブを有
している。スリーブが基板支持部と蒸着ヘッドとの間の蒸着システムの中に配置されてい
る。スリーブは可動とすることができ、データシールドを含め得る。データシールドは、
蒸着ヘッドに適合する開口部を有している。一実施例では、基板が基板支持部の上に置か
れるときに、固定開口部が基板面の一部を蒸着ヘッドに露出させる。本システムは、ベー
スの開口部の一部を覆うよう構成された摺動可能な部材を含めることができる。本システ
ムは、一実施例では、互いに軸方向に位置決めされた複数の蒸着ヘッドを有している。一
実施例では、複数の蒸着ヘッドが、蒸着システムの中のスリーブの直径部分の中で一団に
なっており、スリーブが基板支持部の動径部分を隔てている。別の実施例では、摺動可能
な部材が、複数の蒸着ヘッドの軸に揃った開口部の一部を露出させている
【００４９】
　一実施例では、基板を組み合わせ処理する方法が、提供される。この方法は、基板を受
容するステップと、固定開口部を含むベースプレートを通した蒸着のために基板の少なく
とも１つの領域を露出させるステップと、を有している。基板の一部の上方に規定される
領域に閉じ込められるプラズマが発生する。この領域は、ベースプレートから延在する壁
部によって規定され、基板の部分がこのような領域を有している。この方法は、領域の中
の基板の上方に配置されたターゲットから領域に材料層を蒸着するステップを有しており
、ターゲットが基板の領域からの複数のターゲットの直径部分である。さらなる方法の態
様が、基板の異なる領域を露出させるステップと、異なる領域に材料層を蒸着するステッ
プを有している。基板の異なる領域を露出させるステップは、ベースプレート及び固定開
口部の上方に配置されたスライドプレートを移動させるステップを有している。一実施例
では、蒸着が、領域の中の基板の上方に軸方向に配置された複数のターゲットに起因し、
複数のターゲットの軸が少なくとも１つの領域と揃っている。別の実施例では、複数のタ
ーゲットの直径が、少なくとも６つのターゲットの直径であり、１又はそれ以上の複数の
ターゲットを領域から隔離し得る。
【００５０】
　また、基板の個々の領域に薄膜を蒸着するよう構成されたシステムが提供されている。
本システムは、基板を支持するための手段及び基板を支持するための手段に対向するター
ゲットから材料を発生させるための手段を有しており、ターゲットは基板を支持するため
の手段に配置された基板から離れた複数のターゲットの直径部分である。さらに、本シス
テムは、基板の領域を露出させてターゲットから材料を蒸着するための手段を有している
。本システムは、基板を支持するための手段及び材料を含めるためのこのような手段の上
部を移動させるための手段の部分の上方に規定される処理領域の中のターゲットから材料
を含めるための手段を有し得る。発生させるための手段のために複数のターゲットを使用
し得る。本システムは、基板を支持するための手段の一部の上方に規定される処理領域か
ら複数のターゲットのうちの１つを隔離するための手段を有し得る。
【００５１】
　さらに別の実施例では、組み合わせ蒸着チャンバが提供される。このチャンバは、蒸着
チャンバの中に配置された基板支持部を有しており、基板支持部は、基板支持部の上方に
配置された動径部分及び複数の蒸着ヘッドを有している。複数の蒸着ヘッドは、基板支持
部に対向するターゲット面を有しており、基板支持部の動径部分に上方に軸方向に配置さ
れている。チャンバは、基板支持部の動径部分の上方に配置されたベースプレートを有し
ており、ベースプレートがそれを通して規定される開口部を有している。ベースプレート
は、そこから延在して基板支持部の動径部分の上方の閉じ込め領域を規定する側壁を有し
ている。ベースプレートは、基板支持部の動径部分に上方の領域にプラズマを閉じ込め得
る。複数の蒸着ヘッドのそれぞれが基板支持部の面に対して鉛直方向に移動するよう構成
される。一実施例では、複数の蒸着ヘッドそれぞれが、チャンバのプラズマ領域から独立
して隔離可能である。別の実施例では、複数の蒸着ヘッドが異なる直径を有している。チ
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ャンバは、基板支持部の上方に配置された基板の動径部分の露出部の面に蒸着領域を規定
するよう構成された単一の線状連接マスクを有し得る。さらに、チャンバは、基板の動径
部分の上方に規定された処理領域の中の複数の蒸着ヘッドを囲むスリーブを有しており、
スリーブが複数の蒸着ヘッドの軸及び基板支持部の軸からオフセットする軸を有している
。
【００５２】
　さらに別の実施例では、隔離蒸着部位のためのシステムが提供される。このシステムは
、フレームの周囲で一団となった複数のプロセスモジュールを有しており、少なくとも１
つのプロセスモジュールがチャンバを有している。このチャンバは、チャンバの中で共ス
パッタリングし得る複数の蒸着ヘッドを有しており、複数の蒸着ヘッドが基板支持部の上
方に配置されている。さらに、チャンバは、基板支持部の上方に配置された基板の一部の
上方にプラズマ閉じ込め領域を規定するスリーブを有している。スリーブは、側壁を通る
ベースに結合されるベース及び上部を有しており、上部が複数の蒸着ヘッドに対応する複
数の開口部を有している。複数の蒸着ヘッドは、対応する開口部の中に鉛直方向に平行移
動するよう構成されている。チャンバ上部は、対応する開口部を閉止して各蒸着ヘッドを
閉じ込め領域から隔離するよう構成された複数の可動ドアを有している。蒸着ヘッドのた
めに複数のターゲットを格納する格納アクセサリが任意に含まれる。この格納アクセサリ
は、チャンバへのアクセスを与え、各蒸着ヘッドを備えた複数のターゲットの交換が可能
となる。一実施例では、チャンバと格納アクセサリとの間で複数のターゲットを移送する
ためのロボットが含まれている。上部が、複数の蒸着ヘッドに冷却を与えるよう構成され
ており、複数の開口部のそれぞれに近接して設けられたガス出口を提供する。複数の蒸着
ヘッドは、鉛直軸から１０度上傾するよう構成されている。スリーブのベースが、基板の
部分の中の領域に対応する穴部を有しており、穴部は溝部の長さ部分の上方に配置された
摺動可能な部材を備えたベースの直径にわたる溝部である。摺動可能な部材は、それを通
って規定される開口部を有しており、開口部が穴部の一部を露出する。
【００５３】
　基板の組み合わせ蒸着のための方法が提供されている。本方法は、処理チャンバの中に
基板を受容するステップと、処理チャンバの基板の動径部分の上方に規定されたプロセス
領域を処理するステップと、を有している。プロセス領域は、複数の蒸着ヘッドを有して
いる。基板の動径部分の領域を露出する開口部が設けられており、複数の蒸着ヘッドが共
スパッタリングして露出領域の上に層を形成する。本方法は、共スパッタリングした後に
基板を回転させるステップと、次の露出領域について共スパッタリングするステップとを
有している。本方法は、複数の蒸着ヘッドが設けられる軸とは異なる軸を中心として複数
の蒸着ヘッドを回転させるステップを有している。一実施例では、本方法が、共スパッタ
リングするのに先だって、複数の蒸着ヘッドのうちの１つを隔離するステップと、基板に
対するヘッドの１つの距離を調整するステップとを有している。
【００５４】
　別の実施例では、組み合わせ蒸着チャンバが提供される。このチャンバは、基板を支持
するための手段及び複数の蒸着ターゲットを支持するための手段を有しており、複数の蒸
着ターゲットが、基板支持部の動径部分の上方で軸方向に配置されている。チャンバは、
動径部分の一部を露出する開口部を与えるための手段、及び基板支持部の動径部分の上方
の閉じ込め領域を規定する為の手段を有している。一実施例では、閉じ込め領域を規定す
るための手段が、基板支持部の動径部分の上方の領域にプラズマを閉じ込める。チャンバ
は、基板を支持するための手段の面に対して鉛直方向に複数の蒸着ターゲットを移動する
ための手段、及び複数のターゲットのうちの１つをチャンバのプラズマ領域から隔離する
ための手段を有し得る。一実施例では、複数の蒸着ターゲットの軸が、複数の蒸着ターゲ
ットを支持するための手段が回転する軸とは異なる。
【００５５】
　一実施例では、組み合わせ処理チャンバが提供されている。このチャンバは、少なくと
も１つのプロセスヘッド、回転可能な基板支持部、及び基板支持部の上方に配置されたベ
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ースプレートを有しており、基板に接触するベースプレート無しに基板を基板支持部の上
に設け得る。ベースプレートは、プロセスヘッドに基板支持部の一部を露出するための固
定開口部を有している。可動プレートが、固定開口部の一部を露出する固定開口部を有し
ており、可動プレートがベースプレートの凹部の中に摺動可能に配置されている。ベース
プレートを、開口部が処理される基板の領域を規定するように、基板支持部に近接して配
置し得る。可動プレートは、異なるサイズの複数の開口部を含めることができ、複数の固
定開口部のうちの１つが処理の際にチャンバの中で露出する。可動チャンバは、基板の上
方に規定される平面で可動であり、固定開口部によって規制される。基板支持部の回転は
、少なくとも１８０度である。ベースプレートの平面移動及び基板支持部の回転により、
基板表面全体へのアクセスを提供する。チャンバは、固定開口部のための可動キャップを
有している。チャンバは、少なくとも２つの固定開口部を含めることができ、可動キャッ
プが少なくとも２つの固定開口部のうちの一方をカバーしつつ、少なくとも２つの固定開
口部のうちの他方が基板の一部へのアクセスを提供する。固定開口部を、円形、四角形、
又はパイの形状から成る１群の形状から選択し得る。チャンバは、ベースプレートから延
在してチャンバを規定する外壁及び外壁の中に配置された内壁を有しており、内壁は、基
板支持部の直径よりも小さな直径を有しており、内壁は、基板支持部と少なくとも１つの
蒸着ヘッドとの間に配置され、内壁又は外壁の少なくとも一方が可動である。可動プレー
トの上面は、可動プレートの上面及び可動キャップの上面がベースプレートと略同一面に
なるように、ベースプレートの上面と略同一面である。チャンバは、チャンバの処理領域
から少なくとも１つのプロセスヘッドを隔離するよう配置される隔離プレートを含めるこ
とができる。チャンバは、複数のターゲットを収容する延長部を有することができ、複数
のターゲットは、少なくとも１つのプロセスヘッドのターゲットと交換可能である一方、
隔離プレートが少なくとも１つのプロセスヘッドを隔離する。
【００５６】
　別の実施例では、組み合わせ蒸着のための方法が提供される。本方法は、基板を受容す
るステップと、固定した開口部を有する線状マスクを位置決めすることによって固定開口
部を有するベースプレートを通して処理するために基板の一部を露出するステップとを有
している。開口部によって規定される基板上の領域を処理するステップと、基板を回転さ
せるステップと、露出を繰り返すステップと、基板上の複数の領域が別々に処理されるよ
うに処理及び回転するステップとが、本方法に含まれている。本方法は、基板の一部分の
上方に規定される領域に閉じ込められるプラズマを発生させるステップを含めることがで
き、この領域はベースプレートから延在する壁部によって規定され、基板の部分が基板の
一部を有している。別々に処理するステップが、材料を変更するステップ、処理条件を変
更するステップ、又は処理手順を変更するステップのうちの１つを有している。一実施例
では、処理によって、複数の蒸着ヘッドから材料層を同時に形成する。処理は、更なる層
を蒸着せずに基板を改変する。このような処理は、反応性イオンエッチング又は打ち込み
の一方を含め得る。本方法は、複数の異なるターゲットを用いて層を蒸着するステップを
有しており、複数の異なるターゲットのそれぞれが、基板よりも小さく基板の領域よりも
大きい表面積を有している。固定穴部の上方に配置された固定開口部を調整して、処理領
域を露出し得る。本方法は、複数の異なるターゲットのうちの一方を複数の異なるターゲ
ットのうちの他方に変える前に、基板から複数の異なるターゲットのうちの一方を隔離す
るステップを有している。一実施例では、露出、処理及び回転を繰り返す前に、本方法が
半径方向に線状マスクを移動させて基板の異なる領域を露出するステップを有している。
【００５７】
　さらに別の実施例では、組み合わせ処理チャンバが提供される。このチャンバは、チャ
ンバの中で基板を回転可能に支持するための手段、基板の表面の一部を露出するための手
段、固定穴部を規定する凹んだ表面の中で可動な固定開口部を通して露出する部分の位置
を場所的に変える手段を含む部分を露出するための手段、基板の表面の部分を処理するた
めの手段を有している。チャンバが、基板の部分にわたる処理を含む手段を含めることが
でき、このような部分は、基板の表面の露出部分よりも大きく、基板よりも小さい。一実
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施例では、基板は円形であり、含めるための手段が基板の半径に相当する直径を有してい
る。材料を含めるための手段の少なくとも部分を基板の表面に対して直交する方向に移動
させるための手段を提供し得る。このようなチャンバが、処理するための手段を交換、洗
浄、又は保護することのうちの１つのために、処理するための手段をチャンバから隔離す
るための隔離手段を含め得る。部分の場所を位置的に変更するための手段が、凹んだ面に
よって規定される平面で直線移動する。
【００５８】
　さらに別の実施例では、少なくとも１つのプロセスヘッド、基板支持部に対して上部チ
ャンバを回転させるための機構、基板に接触するベースプレート無しに基板支持部に基板
を載せ得る基板支持部の上方に配置されたベースプレート、プロセスヘッドに基板支持部
の隔離部分を露出させるために複数の固定した穴部を有するベースプレート、及び固定し
た穴部のそれぞれをカバーして、基板支持部から少なくとも１つのプロセスヘッドを隔離
するよう配置されたフラグを含む上部チャンバを有する組み合わせ処理チャンバが、提供
される。チャンバは、蒸着、エッチング、及び打ち込みから成る群から選択される処理工
程を実行する。一実施例では、それぞれの対応する固定穴部について１つのフラグを有し
ている。フラグは、２以上の穴部を同時にカバーし得る。上部チャンバは、基板の直径よ
りも大きい直径を有しており、ベースプレートの中に配置された可動マスクに穴部が規定
される。穴部は、基板の一方のエッジから基板の遠い方にエッジに移動し得る。
【００５９】
　一実施例では、少なくとも１つのプロセスヘッド、回転可能な基板支持部、基板に接触
するベースプレートなしに基板を基板支持部の上に載せ得るよう基板支持部の上方に配置
されたベースプレート、プロセスヘッドに基板支持部の一部を露出させるための固定穴部
を有するベースプレート、及び固定穴部の一部を露出させる固定開口部を有し、可動プレ
ートの凹面の中に配置されたカバープレートを有する可動プレートを有する組み合わせ処
理チャンバが、提供される。可動プレートは、ベースプレートの凹み面の中に配置されて
いる。可動プレートはさらなる固定開口部を有しており、カバープレートが１又はそれ以
上の固定開口部を隔離するよう構成される。ベースプレートは、基板支持部の一部の上方
に配置されており、可動プレートがベースプレートの一部の情報に配置されている。
【００６０】
　別の実施例では、フレームの周りに集まった複数の処理モジュールを有する半導体処理
システムが提供される。複数の処理モジュールのうちの少なくとも１つが、第１の軸の周
りの複数の蒸着ヘッドを有しており、複数の蒸着ヘッドが、複数の蒸着ヘッドの下方に配
置されたベースプレートに対して可動であり、ベースプレートがそれを通って規定される
開口部を有している。一実施例では、この開口部は第１の軸と揃っている。複数の処理モ
ジュールのうちの少なくとも１つの中の第１の軸ではなく異なる軸を中心として回転する
回転可能な基板支持部が含まれている。複数の処理モジュールのうちの少なくとも１つの
中の基板支持部の一部の上方に規定される処理領域に複数の蒸着ヘッドを隔離するスリー
ブが、提供される。処理モジュールの１つが、従来のフルウェハー蒸着モジュールとする
ことが可能である。スリーブは、カバープレートが複数の蒸着ヘッドのうちの１つを隔離
し得る穴部を有している。複数の処理モジュールのうちの少なくとも１つが、複数の蒸着
ヘッドのそれぞれのための対応する穴部を有するデータ面を有している。一実施例では、
データ面の対応する穴部のうちの２つが、互いに異なる突出部にある。複数の蒸着ヘッド
は、第１の軸とは異なる軸を中心として回転可能である。
【００６１】
　蒸着の実施例は、対応するターゲットからの複数の材料、１つのターゲットからの１つ
の材料、又はそれらの組み合わせを蒸着して、１つの基板上に領域の組み合わせ配列を実
現し得る。例えば、１つの適用例が、各プロセスヘッドの２つのチタンターゲットと、ニ
ッケルターゲットを有する３つのプロセスヘッドとを有し得る。２つのチタンターゲット
により、１つのチタンヘッドと比較して蒸着速さを２倍にすることができる。チタン及び
ニッケルの組み合わせを変えることで、基板の異なる領域に蒸着することができ、酸素と
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を薄膜上に行うことができる。別の実施例では、別のターゲット、例えば、アルミニウム
、ハフニウム、タンタル、タングステン又は他の既知の材料を、２つのヘッドに含めるこ
とができ、汚染しないようにチタン及びニッケルの蒸着の際に反応させることができる。
ヘッドの位置を戻すことができ、チタン及び／又はニッケルとともに層を蒸着し、又はア
ルミニウムを蒸着できる。したがって、本書で記載された処理システムを通して多くの組
み合わせ及び置換が可能である。上述のように、本システムは、薄膜を蒸着するのに加え
て他の処理が可能であり、これは単なる一例又は可能な使用例である。
【００６２】
　さらに、組み合わせ処理を従来の処理方法と組み合わせて、１つの基板上での、材料の
組み合わせ、工程順序の組み合わせ、単位工程の組み合わせ、及び処理条件の組み合わせ
のためのさらなるデータを提供することができる。上述の実施例により、基板の上方の開
口部の場所にわたって、開口部の大きさ、開口部の形状及び基板の領域に配置された材料
の成分の制御が可能となる。さらに、上述の実施例により、領域の中を均一にすることが
可能となり、均一性は非均一性の１シグマの１％のように表すことができる。
【００６３】
　本発明の部分を形成する本書に記載した工程は、有用な機械的工程である。また、本発
明は、これらの工程を実施するためのデバイス又は装置に関する。この装置を、所望の目
的のために特別に構成することができ、又はこの装置は、コンピュータに記憶されたコン
ピュータプログラムによって選択的に動作又は構成される汎用機械とすることができる。
特に、様々な汎用機械を本書が示唆することに従って書かれたコンピュータプログラムと
ともに使用することができ、又はより特別な装置を構成して所望の工程を実施することが
より都合よいこともある。
【００６４】
　また、本発明の方法の態様は、コンピュータが可読な媒体に記憶されるコンピュータが
可読なコードとして実施して、本書に記載された処理ツールのための方策として実行し得
る。コンピュータが可読な媒体は、コンピュータシステムよって後で読み込まれ得るデー
タを記憶し得る任意のデータ記憶装置である。また、コンピュータが可読な媒体は、コン
ピュータのコードが実施される電磁搬送波又は他の信号を有する。コンピュータが可読な
媒体の例は、ハードドライブ、ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）、読み出し専用メ
モリ、ランダムアクセスメモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ及び
他の光及び非光データ記憶装置を含んでいる。また、コンピュータが可読なコードを配信
方法で記憶及び実行するように、コンピュータが可読な媒体をネットワーク接続されるコ
ンピュータシステムにわたって分散させ得る。
【００６５】
　理解し易くすることを目的として上述の発明を詳細に説明したが、添付した特許請求の
範囲の範囲を逸脱することなく特定の変更及び改良を実施し得ることに留意されたい。し
たがって、本実施例は具体例で限定するものではないとみなすべきであり、本発明は本書
に記載の詳細に限定されないが、添付した特許請求の範囲の範囲内でこれに等価な範囲内
で変更し得る。特許請求の範囲において、要素及び／又はステップは、特許請求の範囲で
明示的に述べられていない限り、工程の特定の順序を示すものではない。
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